
咸
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
八
月
十
五
日

注
＊
本
文
書
は
〔
別
鎌
―
一
七
〕
の
咨
覆
で
あ
る
。
語
注
は
〔
別
鎌
―
一
七
〕
参
照
。

（
1
）	
貴
司
の
咨　
〔
別
鎌
―
一
七
〕。

（
2
）	

荼
毒　

害
毒
。

（
3
）	

苦
喚　

苦
し
ん
で
わ
め
く
こ
と
。

（
4
）	

松
江
府　

江
蘇
省
の
う
ち
。
長
江
河
口
南
岸
に
位
置
す
る
。
現
在
の
上
海

市
の
一
部
。

（
5
）	

銭
文
琦　

咸
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
に
ア
メ
リ
カ
船
で
来
航
し
、
ベ
ッ

テ
ル
ハ
イ
ム
と
同
居
し
て
通
訳
を
つ
と
め
た
中
国
人
。
咸
豊
四
年

（
一
八
五
四
）
七
月
に
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
一
家
と
と
も
に
琉
球
を
去
っ
た
。

な
お
、『
伯
徳
令
其
他
往
復
文
』（
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
）

に
、
咸
豊
三
年
五
月
二
十
八
日
付
け
那
覇
地
方
官
宛
て
の
書
簡
が
あ
り
、

「
松
江
府
学
廩
膳
生
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）	

金
善
明　

銭
文
琦
と
と
も
に
咸
豊
三
年
に
来
航
し
た
中
国
人
通
訳
。

（
7
）	

謀
を
同
に
し
て　

共
同
謀
議
し
て
、
の
意
。

（
8
）	

疆
圉　

疆
は
土
地
（
領
土
）
の
境
界
、
圉
は
く
に
ざ
か
い
の
辺
境
地
帯
。

内
外
の
境
界
、
国
境
。

（
9
）	

宗
祊　

宗
は
祖
先
の
み
た
ま
や
、
祖
先
、
お
お
も
と
。
祊
は
廟
（
み
た
ま

や
）
の
門
内
で
先
祖
を
祀
る
祭
り
。
宗
廟
。

別鎌 -19
　
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
泰
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、被
理
（
ペ
リ
ー
）

艦
隊
の
琉
球
来
航
の
経
緯
と
米
英
人
の
動
向
（
貯
炭
所
の
開
設
、
首
里

城
へ
の
入
城
、
伯
徳
令
と
の
往
来
等
）
に
つ
い
て
報
告
し
、
逗
留
米
英

人
の
退
去
方
に
付
き
救
援
を
乞
う
旨
の
咨
文

（
咸
豊
三
《
一
八
五
三
》、
九
、
十
九
）

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
（
泰
）、
咨
請
す
る
事
の
為
に
す
。

照
ら
し
得
た
る
に
、
咸
豊
三
年
四
月
十
九
、
二
十
一
、
二
十
三
等
の
日

に
、
亜
美
理
堅
の
提
督
、
火
輪
船
一
隻
に
坐
駕
し
、
兵
船
四
隻
を
率
同
し

て
、
先
後
し
て
国
に
到
る
有
り
。
随
即
に
官
に
委
し
て
来
歴
を
訪
ね
問
わ
し

む
る
に
、
通
事
の
口
称
に
拠
る
に
、
本
船
は
亜
美
理
堅
の
欽
差
大
臣
兼
水
師

提
督
被
理
の
坐
す
る
所
に
係
る
。
其
の
余
の
四
隻
は
、
其
の
属
官
の
坐
す
る

所
に
係
る
。
本
月
初
十
日
、
上
海
県
に
在
り
て
一
斉
に
開
船
し
、
直
ち
に
貴

国
に
到
る
。
現
在
、
各
船
の
一
切
の
日
用
の
物
件
は
、
特
に
脚
船
を
撥
し
て

開
単
し
て
需
索
す
れ
ば
、
必
ず
遅
滞
し
て
便
な
ら
ざ
る
有
り
。
小
官
五
、
六

名
を
し
て
上
岸
し
て
寄
居
せ
し
め
、
以
て
物
件
を
備
辦
す
る
に
便
な
ら
し
め

ん
こ
と
を
乞
う
。
事
は
提
督
大
人
の
鈞
諭
に
関
わ
る
、
等
の
由
あ
り
。
随
い

で
著
し
て
其
の
寄
居
す
る
を
辞
せ
し
む
る
も
、
該
提
督
は
聴
従
す
る
を
肯
ぜ

ず
。
乃
ち
二
十
三
日
に
於
て
、
強
い
て
小
官
三
名
を
し
て
上
岸
し
て
居
住
せ

し
む
。

嗣
い
で
提
督
の
啓
称
に
拠
る
に
、
本
月
三
十
日
を
定
め
て
官
兵
を
携
帯



し
、
進
み
て
王
宮
に
到
り
て
大
臣
と
面
会
し
、
以
て
物
件
を
備
辦
す
る
の
謝

を
鳴
せ
ん
と
す
、
等
の
由
あ
り
。
当
即
に
官
に
飭
し
て
文
を
具
え
、
他
の
公

廨
に
在
り
て
相
い
会
し
鳴
謝
す
る
を
懇
請
せ
し
む
る
も
、
該
夷
は
大
い
に
怒

り
て
允
さ
ず
。
三
十
日
に
至
り
て
、
果
た
し
て
兵
卒
を
提
い
て
浩
浩
蕩
蕩
と

し
て
擅
自
に
宮
中
に
闖
進
す
。
敝
国
は
力
の
支
ぐ
べ
き
無
け
れ
ば
、
乃
ち
大

臣
に
着
し
て
該
夷
と
相
い
会
せ
し
む
。
既
に
謝
礼
を
行
い
、
又
、
告
ぐ
る

に
、
和
を
通
じ
好
を
結
ぶ
を
以
て
す
。
随
即
に
由
を
具
え
て
請
辞
す
れ
ば
、

該
夷
は
黙
然
と
し
て
兵
を
引
い
て
帰
る
。

五
月
二
十
二
日
、
又
、
亜
船
二
隻
到
来
す
。
一
船
に
は
華
人
二
名
を
搭
有

し
、
擅
自
に
上
岸
し
て
ｍ
ｎ
呤
と
一
室
に
同
居
す
。
該
船
二
隻
は
未
だ
幾
ば

く
な
ら
ず
し
て
回
り
去
け
り
。

五
月
二
十
五
、
二
十
六
等
の
日
に
至
り
て
、
該
提
督
の
船
は
原
船
三
隻
を

率
同
し
、
先
後
し
て
開
去
す
る
も
、
乃
る
に
一
隻
を
留
め
て
国
に
在
ら
し
む
。

六
月
二
十
、
二
十
二
等
の
日
に
至
り
て
、
該
提
督
の
船
は
原
船
二
隻
を
率

同
し
て
先
後
し
て
再
び
来
た
る
。
一
船
は
駛
し
て
何
れ
の
処
に
去
く
や
を
知

ら
ず
。

旋
い
で
提
督
の
啓
称
に
拠
る
に
、
小
官
の
居
る
所
の
近
辺
に
於
て
、
厰
一

間
を
起
こ
し
て
煤
炭
を
収
蔵
し
、
又
、
貴
国
の
各
様
の
土
布
・
漆
器
・
磁
器

等
の
物
を
収
買
す
る
を
准
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
、
等
の
由
あ
り
。
随
い
で
着

し
て
文
を
具
え
て
請
辞
せ
し
む
る
も
、
該
提
督
は
艴
然
と
し
て
大
い
に
怒

り
、
乃
ち
云
う
。
倘
し
請
う
所
を
允
さ
ざ
れ
ば
直
ち
に
王
宮
に
入
り
、
親
ら

国
王
に
見
え
て
陳
請
す
べ
し
、
と
。
意
は
必
ず
行
う
に
在
り
。
敝
国
は
法
と

し
て
施
す
べ
き
無
け
れ
ば
、
暫
く
着
し
て
准
行
せ
し
む
。
二
十
七
日
に
至
り

て
、
該
提
督
の
船
は
原
船
二
隻
を
率
同
し
、
放
洋
し
て
回
り
去
け
り
。

七
月
初
二
日
、
又
、
亜
船
一
隻
有
り
。
煤
炭
を
装
運
し
て
厰
内
に
収
蔵

し
、
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
開
去
せ
り
。

七
月
初
六
日
、
又
、
亜
国
の
火
輪
船
一
隻
到
来
す
る
有
り
。
十
六
日
に
於

て
、
開
洋
し
て
回
り
去
け
り
。
留
ま
る
所
の
亜
船
一
隻
は
、
訪
ね
聞
き
た
る

に
、
近
日
開
洋
し
て
回
り
去
か
ん
と
す
。
即
ち
飭
し
て
船
に
在
る
の
亜
官

に
、
留
む
る
所
の
小
官
三
名
を
携
帯
し
一
同
に
回
り
去
か
ん
こ
と
を
懇
請
せ

し
む
る
も
、
該
官
は
聴
従
す
る
を
肯
ぜ
ず
し
て
、
却
て
称
す
ら
く
、
提
督
は

曽
て
命
ず
る
有
り
、
仍
っ
て
亜
人
八
名
・
華
人
四
名
を
将
て
上
岸
し
加
留
せ

し
む
、
と
。
八
月
二
十
九
日
に
于
て
、
開
船
し
て
回
り
去
け
り
。
現
に
今
、

一
十
五
名
は
国
に
留
ま
り
て
未
だ
回
ら
ず
。

査
す
る
に
、
該
亜
国
の
提
督
は
兵
船
数
隻
を
率
同
し
、
意
に
任
せ
て
往
来

し
、
遂
に
小
官
等
を
し
て
上
岸
し
て
寄
居
せ
し
む
。
併
び
に
一
厰
を
起
こ

し
、
煤
炭
を
収
貯
す
。
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、
事
に
託
し
て
宮
に
入
り
、

且
つ
𠸄
人
の
ｍ
ｎ
呤
と
往
来
し
て
絶
え
ず
。
其
の
心
は
以
て
窺
測
し
難
し
。

日
後
、
其
の
凶
暴
如
何
な
る
や
を
知
ら
ず
。
憂
慮
深
切
に
し
て
寝
饋
安
ん
じ

難
し
。

現
在
、
該
ｍ
ｎ
呤
は
尚
お
未
だ
撤
回
せ
ず
。
屢
々
経
に
咨
請
し
て
煩
擾
せ

し
む
る
も
、
而
も
又
、
此
れ
が
為
に
籲
請
す
る
は
深
く
恐
懼
た
り
。
但
だ
敝

国
は
海
隅
に
僻
処
す
れ
ば
、
全
く
天
朝
の
徳
威
に
仗
り
て
永
く
大
平
を
享
け

ん
と
す
。
今
、
已
に
此
の
如
け
れ
ば
、
固
よ
り
以
て
委
曲
哀
請
し
て
其
の
救



援
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
。

統
べ
て
祈
る
ら
く
は
、
貴
司
、
情
に
拠
り
て
督撫
両
院
に
転
詳
し
、
妥
為
く

査
辦
せ
し
め
、
亜
酋
に
告
諭
し
て
迅
や
か
に
船
隻
を
撥
し
、
小
官
等
一
十
五

名
を
接
取
し
て
回
籍
せ
し
め
、
敝
国
を
し
て
以
て
安
靖
を
得
せ
し
め
ん
こ
と

を
。茲

に
接
貢
の
閩
に
入
る
に
際
り
、
理
と
し
て
合
に
咨
請
す
べ
し
。
此
れ
が

為
に
備
に
貴
司
に
咨
す
。
請
煩
わ
く
は
、
査
照
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。

須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

咸
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
九
月
十
九
日

注
＊
ペ
リ
ー
の
最
初
の
那
覇
来
航
に
つ
い
て
は
『
評
定
所
文
書
』
一
五
〇
一
号
「
亜

船
来
着
ニ
付
那
覇
ニ
而
之
日
記
」
な
ど
を
参
照
の
こ
と
（『
沖
縄
県
史
料　

前
近

代
２　

ペ
リ
ー
来
航
関
係
記
録
１
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
所

収
）。

（
1
）	

亜
美
理
堅
の
提
督　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
提
督
。
ペ
リ
ー
提
督
の
こ
と
。

（
2
）	

火
輪
船
一
隻　

蒸
気
船
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
ペ
リ
ー
艦
隊
の
旗
艦
サ
ス
ケ

ハ
ナ
号
。

（
3
）	

兵
船
四
隻　

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
号
、
サ
プ
ラ
イ
号
、
カ
プ
リ
ー
ス
号
、
ブ
レ

ン
ダ
号
。

（
4
）	

被
理　

ペ
リ
ー
。
マ
シ
ュ
ー
・
カ
ル
ブ
レ
イ
ス
・
ペ
リ
ー
（M

athew
 

Calbraith Perry

）。
彼
理
と
も
。
一
七
九
四
～
一
八
五
八
年
。
米
国
東

イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
。
日
本
開
国
交
渉
の
た
め
特
命
全
権
大
使
と
し
て
、

一
八
五
三
年
五
月
、
兵
船
四
隻
を
率
い
て
那
覇
に
来
航
。
七
月
に
は
江
戸

湾
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
間
、
小
笠
原
調
査
、
首
里
城
強
行
訪
問
を
行
っ
て

い
る
。
五
四
年
三
月
に
日
米
和
親
条
約
、
そ
の
後
琉
米
修
好
条
約
を
締
結

し
た
。 

五
四
年
七
月
に
帰
国
す
る
ま
で
、
ペ
リ
ー
艦
隊
は
五
度
も
那
覇
に

寄
港
し
、
日
本
・
琉
球
と
の
条
約
交
渉
の
基
地
と
し
て
利
用
し
た
。
な
お

五
四
年
七
月
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
ペ
リ
ー
艦
隊
と
と
も
に
帰
国
し
た
。

（
5
）	

浩
浩
蕩
蕩　

大
規
模
で
勢
い
の
よ
い
こ
と
。
止
め
よ
う
の
な
い
勢
い
。

（
6
）
闖
進　

突
然
現
れ
て
不
法
に
進
入
し
て
く
る
。
急
に
入
る
。
闖
入
す
る
。

（
7
）	

厰
一
間　

厰
は
倉
庫
。
石
炭
貯
蔵
庫
。
天
久
寺
近
く
に
建
て
ら
れ
た
。「
亜

船
来
着
ニ
付
那
覇
ニ
而
之
日
記
」
六
月
二
十
一
日
の
日
記
に
「
右
寺
（
天

久
寺
）
近
辺
へ
石
炭
貯
置
候
蔵
一
軒
」
と
ペ
リ
ー
よ
り
石
炭
貯
蔵
庫
の
設

置
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
（『
沖
縄
県
史
料　

前
近
代
２　

ペ
リ
ー

来
航
関
係
記
録
１
』
17
頁
）、
琉
球
側
は
い
っ
た
ん
断
っ
た
も
の
の
ペ
リ
ー

に
恫
喝
さ
れ
て
小
屋
を
作
っ
た
。
三
十
日
の
日
記
に
は
「
石
炭
入
木
屋
」

が
完
成
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
同
』
51
頁
）。

（
8
）	

煤
炭　

石
炭
。

（
9
）	

艴
然　

む
っ
と
す
る
、
怒
る
さ
ま
。

（
10
）	

陳
請　

請
願
。
陳
述
し
て
要
請
す
る
こ
と
。

（
11
）	

法
と
し
て
施
す
べ
き
無
け
れ
ば　

方
法
が
な
い
の
で
。
取
る
べ
き
手
段
が

な
い
の
で
。

（
12
）	

加
留　

滞
留
者
を
増
や
す
こ
と
。

（
13
）	

煩
擾　

邪
魔
す
る
、
わ
ず
ら
わ
せ
る
、
面
倒
を
か
け
る
。「
咨
請
し
て
煩
擾

せ
し
む
る
も
」
は
咨
文
で
（
何
度
も
）
要
請
し
て
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た

し
ま
す
が
、
の
意
。

（
14
）	

籲
請　

こ
い
ね
が
う
。
要
請
す
る
。


